
国民栄養

出雲保健所
中本 稔

E-mail:  nakamoto-minoru@pref.shimane.lg.jp



日本のBSE(牛海綿状脳症)対策 国民衛生の動向p303



食品衛生法（1947年）
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他
の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止
し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。

• 規格・基準、監視指導、違反事例に対する行政処分・罰則等

• 対象は「食品」「添加物」「器具」「容器包装」

• HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）(1995年)

原材料入荷から製品出荷までの全工程で、

製品の安全性を確保する衛生管理手法

2021年までに「HACCPに沿った衛生管理」（小規模事業者）

• 残留農薬等のポジティブリスト制度（2006年）

（農薬、飼料添加物、動物用医薬品）

• 放射性セシウムの基準値(2012年)



食中毒
医師は食中毒の患者（疑い例を含む）を診断した場合、
直ちに最寄りの保健所長に届け出なければならない（食衛法第58条）

病原体による食中毒
細菌 感染型（広義）

感染型（狭義）ｻﾙﾓﾈﾗ、ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ、細菌性赤痢、大腸菌（腸管病原性、組織侵入性）

生体内毒素型 セレウス（下痢）、コレラ、ビブリオ、大腸菌（腸管出血性、毒素原性）

毒素型 ボツリヌス、黄色ブドウ球菌、セレウス（嘔吐）

ウイルス ノロｳｲﾙｽ、サポｳｲﾙｽ、A型肝炎ｳｲﾙｽ

真菌 アスペルギルス

寄生虫 クリプトスポリジウム、クドア、アニサキス、トキソプラズマ

病原体以外による食中毒
自然毒 植物（毒キノコ、トリカブト）、動物（フグ毒、貝毒）

化学性 ヒ素、カドミウム、鉛、ヒスタミン、有機水銀、パラティオン（農薬）



HACCP
（Hazard Analysis and 

Critical Control Point）
(1995年ʷ)

世界標準の衛生管理をめざす。
Tokyo2020に合わせ導入めざす。



飲料水の水質基準 国民衛生の動向p294



食事摂取基準(2020)
健康な個人及び集団を対象に、国民の健康の保持増進、生活習慣病の
予防のために参照するエネルギー及び栄養素の基準を示したもの

• 栄養素別

○エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、

エネルギー産生栄養素バランス

○ビタミン（脂溶性、水溶性）

○ミネラル（多量ミネラル、微量ミネラル）

参考）水

• 対象特性（妊婦・授乳婦、乳児・幼児、高齢者）

• 生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連

高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病



時代とともに変わる栄養摂取目標 必要カロリー

勝川史憲「目標体重とエネルギー摂取量の設定」臨床栄養136(4)440-446,2020



食事摂取基準(2020)
ナトリウムmg/日 （)は食塩相当量g/日

男性 女性

• 年齢 推定平均必要量 目標量 推定平均必要量 目標量

• 18-29 ６００（1.5） （７．５未満） ６００（1.5） （６．５未満）

• 30-49 ６００（1.5） （７．５未満） ６００（1.5） （６．５未満）

• 50-64 ６００（1.5） （７．５未満） ６００（1.5） （６．５未満）

• 65-74 ６００（1.5） （７．５未満） ６００（1.5） （６．５未満）

• 75以上 ６００（1.5） （７．５未満） ６００（1.5） （６．５未満）

高血圧及び慢性腎臓病（CKD)の重症化予防のための食塩相当量の量
は、男女とも６．０g/日未満とした。



H28国民健康調査 食塩摂取



健康増進法(2002)
国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民栄養の向上を図る

• 国民の責務、国及び地方公共団体の責務、健康増進事業者の責務

• 国民健康・栄養調査

• 生活習慣病の発生状況の把握

がん、循環器疾患、糖尿病、COPD

• 食事摂取基準

• 市町村による健康増進事業

• 特定給食施設における栄養管理

• 受動喫煙の防止

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、

官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設

• 特別用途表示の許可



H28国民栄養調査 歩数
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我が国の健康をめぐる現状⑦



健康日本21（第二次）(2013-22)

１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小

健康寿命の定義 健康格差はSDH

２）生活習慣病の発生予防と重症化予防の徹底

NCD予防(がん、循環器疾患、糖尿病、COPD)

３）社会生活を営むために必要な機能の維持および向上

ライフステージごと

４）健康を支え、守るための社会環境の整備

地域・世代間の相互扶助（ソーシャルキャピタル）

５）栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び

歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善



健康日本２１（第２次）の概念図

がん
循環器疾患
糖尿病
COPD

こころ
次世代
高齢者



（平成30年国民健康・栄養調査結果の概要）

表２
所得と
生活習慣等
（20歳以上）

第１部 社会経済状況と生活習慣等に関する状況



（平成30年国民健康・栄養調査結果の概要）

２．所得と食生活等に関する状況

第１部 社会経済状況と生活習慣等に関する状況

表6
所得と
食品群別摂取量等
に関する状況
（20歳以上）



食生活指針（2016年6月改定）
• 食事を楽しみましょう。
• １日の食事はリズムから、健やかな生活リズムを。
• 適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。
• 主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
• ごはんなどの穀類をしっかりと。
• 野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。
• 食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。
• 日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を。
• 食資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。
• 「食」に関する理解を深め、食生活を見直して見ましょう。



「適正な飲酒」はない！
～酒を飲むときは、リスクを考えましょう～

飲酒量とリスク
が比例する

飲酒量が多く
なると、急激
にリスクが高
まる

少量飲酒者の
リスクが低い



アルコール健康障害対策基本法に基づく
島根県アルコール健康障害対策推進計画

（2018-2023年）

〇生活習慣病のリスクを高める量

（＝１日男40g以上、女20g以上）
を飲酒している者の割合を減らす。

〇生活習慣病のリスクを高める量を

知っている者の割合を増やす。

〇未成年飲酒経験者を、０に。

〇妊娠中の飲酒率を、０に。

〇毎日飲酒している者の割合を減らす。



【入院前の生活】

･食材の購入法
･食嗜好
･調理能力など

【入院中】

【退院後の生活】

入院施設栄養士

どんなところにすんでいる？
どんな人柄？

在宅支援栄養士
在宅支援関係者

在宅支援関係者

病院ではどんな指導がされたの？
在宅での実践につなげるためのポ

イントは？

＜在宅＞

＜施設＞

施設栄養士
施設スタッフ

病院ではどんな指導がされたの？
食事の様子は？

栄
養
情
報
提
供
書

情報提供書がやってきて様子がわかるためには、
支援者どうしが「顔の見える関係」が大事

地域の包括ケアシステム（益田保健所）
食事・栄養を通して、
医療介護連携を進める。



Social Determinants of Health
Rainbow Model (Dahlgren&Whitehead 1991)
→医学教育モデル・コア・カリキュラム(2017)

生物学的個人要因

健康の
社会的
決定要因

Peace




